
 

 

 

 

大阪市手数料条例の一部を改正する条例 

 

大阪市手数料条例（昭和40年大阪市条例第35号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（マンションの再生等の円滑化に関する法律

の規定に基づく事務に係る手数料） 

第７条の12 マンションの再生等の円滑化に

関する法律（平成14年法律第78号）第163条

の59第１項の規定による許可の申請に対す

る審査については、１件につき160,000円の

手数料をその申請をする者から徴収する。 

（マンションの建替え等の円滑化に関する法

律の規定に基づく事務に係る手数料） 

第７条の12 マンションの建替え等の円滑化

に関する法律（平成14年法律第78号）第105

条第１項の規定による許可の申請に対する

審査については、１件につき160,000円の手

数料をその申請をする者から徴収する。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

大阪市条例第24号
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